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国際医療福祉大学教授会規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、国際医療福祉大学学則第９条第６項に基づき、教授会に関し必要な事項を定

めることを目的とする。 

（設置） 

第２条 本学に、学部ごと又は複数学部にまたがって教授会（以下「教授会」という。）を置く。 

（代表者会議） 

第３条 教授会に代表者会議を置くことができる。 

２ 代表者会議は、当該学部長及び学科長等の意見を聴いて学長が指名した者をもって構成する。 

３ 代表者会議は、学長が招集する。 

４ 代表者会議に議長を置き、学長をもってこれに充てる。ただし、学長が認めた場合は、学長が

指名した副学長又は当該学部の学部長が学長に代わり議長となることができる。 

５ 代表者会議による議決をもって教授会の議決とすることができる。 

（審議事項） 

第４条 教授会は、次に掲げる事項について審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述

べるものとする。 

一 学生の入学、卒業及び課程の修了 

二 学位の授与 

三 前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴

くことが必要なものとして学長が別に定めるもの 

２ 教授会は、前項に規定するものの他、学長及び学部長（以下｢学長等｣という。）がつ

かさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述

べることができる。 

（招集通知） 

第５条 学長は、教授会の招集にあたり、その日時、場所及び議案をあらかじめ当該構成員に通知

しなければならない。 

（定足数） 

第６条 教授会は、構成員の過半数の出席がなければ議事を開くことはできない。 

２ 議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

（合同教授会） 

第７条 本学に合同教授会を置くことができる。 

２ 合同教授会は、第４条の事項のうち全学的に審議することが必要であると学長が認めたものに

つき審議する。 

３ 合同教授会は、学部長及び学科長等の意見を聴いて学長が指名した者をもって構成する。 

４ 合同教授会の議決をもって教授会の議決とすることができる。 

５ 合同教授会は学長が招集し、議長は学長をもってこれに充てる。 

６ 第５条及び第６条の規定は、合同教授会に準用する。 

（事務の処理） 

第８条 教授会の事務は、各キャンパス教務事務主管課が取り扱う。 
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（改廃） 

第９条 本規程の改廃は、教授会の意見を聴いて常任理事会が行う。 

 

附 則 

この規程は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成８年４月１日から適用する。ただし、改正後の第７条の規定は、平成９年４月１

日から適用する。 

附 則 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
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